
 令和５年 

 第４回市議会定例会 議案第７２号 

   函館市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例

および函館市企業職員の給与の種類および基準に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

 函館市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例および函

館市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条

例を次のように定める。 

  令和５年１２月８日提出 

 

                  函館市長 大 泉   潤   

 

   函館市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例

および函館市企業職員の給与の種類および基準に関する条例

の一部を改正する条例 

 （函館市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の一部

改正） 

第１条 函館市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例（

令和元年函館市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「および期末手当」を「，期末手当および勤勉手当」に改

める。 

 第１０条の次に次の１条を加える。 

 （フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当） 

第10条の２ 給与条例第２２条の４（第２項第２号および第４項を除

く。）の規定は，任期の定めが６月以上のフルタイム会計年度任用

職員について準用する。この場合において，同条第２項第１号中「

前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員」とある

のは「フルタイム会計年度任用職員およびパートタイム会計年度任

用職員」と，「当該職員」とあるのは「当該フルタイム会計年度任 

 用職員およびパートタイム会計年度任用職員」と，「死亡した職員」 



 とあるのは「死亡したフルタイム会計年度任用職員およびパートタ

イム会計年度任用職員」と，同条第３項中「前項」とあるのは「前

項前段」とする。 

２ 前条第２項および第３項の規定は，前項の規定による勤勉手当の

支給について準用する。 

 第１６条の次に次の１条を加える。 

 （パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当） 

第16条の２ 給与条例第２２条の４（第２項第２号および第４項を除

く。）の規定は，任期の定めが６月以上のパートタイム会計年度任

用職員であって，１週間当たりの勤務時間が１５時間３０分以上で

あるものについて準用する。この場合において，同条第２項第１号

中「前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員」と

あるのは「フルタイム会計年度任用職員およびパートタイム会計年

度任用職員」と，「当該職員」とあるのは「当該フルタイム会計年

度任用職員およびパートタイム会計年度任用職員」と，「死亡した

職員」とあるのは「死亡したフルタイム会計年度任用職員およびパ

ートタイム会計年度任用職員」と，同条第３項中「前項」とあるの

は「前項前段」と，「それぞれその基準日現在において職員が受け

るべき給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額」と

あるのは，月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあ

っては「それぞれその基準日現在（退職し，または死亡したパート

タイム会計年度任用職員にあつては，退職し，または死亡した日現

在）においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月

額」と，日額または時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任

用職員にあっては「それぞれその基準日（退職し，または死亡した

パートタイム会計年度任用職員にあつては，退職し，または死亡し

た日）以前６箇月以内の在職期間における報酬の１月当たりの平均

額」とする。 

２ 第１０条の２第２項の規定は，パートタイム会計年度任用職員に

ついて準用する。 



 （函館市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正） 

第２条 函館市企業職員の給与の種類および基準に関する条例（昭和52

年函館市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 第２２条第１項中「，第１４条の２」を削り，同条第２項中「第14

条」の後ろに「および第１４条の２」を加える。 

   附 則 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

２ 職員の育児休業等に関する条例（平成４年函館市条例第２号）の一

部を次のように改正する。 

  第７条第１項中「第１９条」を「次項および第１９条」に改め，同

条第２項中「第２２条の４第１項」の後ろに「（会計年度任用職員給

与等条例第１０条の２第１項および第１６条の２第１項において準用

する場合を含む。）」を加え，「（地方公務員法（昭和２５年法律第 

 ２６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員を除く。)｣

を削る。 

 第８条中「地方公務員法」の後ろに「（昭和２５年法律第２６１号)｣

を加える。 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 会計年度任用職員に勤勉手当を支給することとするため 


